
岬町公告第１１号 

 

　地の海地区水路整備事業補助金交付要綱を次のとおり定める。 

 

令和７年１０月１日 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岬町長　田　代　　堯 

 

令和７年岬町要綱第５２号 

 

　　　地の海地区水路整備事業補助金交付要綱 

制　　定　　令和７年１０月１日 

 

（総則） 

第１条　地の海地区水路整備事業に係る補助金（以下「補助金」という。）の交付については、予

算の範囲内において交付するものとし、岬町補助金等交付規則（平成５年岬町規則第１０号）

に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

（補助の目的） 

第２条　この補助金は、地の海地区水路の改修事業を行う者に対し、その費用の一部を補助する

ことにより、経済的負担の軽減を図り、農業経営の安定に資することを目的とする。 

（補助対象者） 

第３条　補助金の交付の対象となる者は、大阪泉州農業協同組合とする。 

（補助対象事業） 

第４条　補助金の交付の対象となる事業は、地の海地区水路の改修（通常の維持管理及び改修工

事を除く。）とする。 

（補助対象経費） 

第５条　補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、前条に規定する補助対象

事業に要する費用とする。 



（補助金の額） 

第６条　補助金の額は、補助対象経費の２分の１以内とする。 

（交付の申請） 

第７条　補助金の交付を受けようとする者は、地の海地区水路整備事業補助金交付申請書（様式

第１号）に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。 

⑴　事業計画書 

⑵　収支予算書 

⑶　見積書の写し 

（交付の決定） 

第８条　町長は、前条に規定する申請書の内容を審査し、補助金を交付することが適当であると

認めたときは、交付を決定した旨を地の海地区水路整備事業補助金交付決定通知書（様式第２

号）により当該申請者に通知するものとする。 

(実績報告) 

第９条　交付の決定を受けた者は、当該事業を完了した後、地の海地区水路整備事業補助金実績

報告書（様式第３号。以下「実績報告書」という。）に次に掲げる書類を添付し、町長に提出し

なければならない。 

⑴　事業実績書 

⑵　収支決算書 

⑶　請求書、領収書、振込書等経費の支払及び支払内容を確認できる書類の写し 

(交付額の確定) 

第１０条　町長は、実績報告書の内容を審査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を

確定した旨を地の海地区水路整備事業補助金交付確定通知書（様式第４号）により当該報告者

に通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第１１条　前条に規定する補助金の交付額の確定を受けた者は、地の海地区水路整備事業補助金

交付請求書（様式第５号）を、交付額の確定を受けた日から起算して３０日以内に、町長に提

出しなければならない。 

（その他） 



第１２条　この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。 

附　則 

（施行期日） 

１　この要綱は、公布の日から施行する。 

（要綱の失効等） 

２　この要綱は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、次に掲げる補助金に関す

る規定については、同日以降もなおその効力を有する。 

⑴　申請期限内に、この要綱の規定によりなされた補助金の手続き。 

⑵　この要綱の失効後において補助金の返還等の必要が生じた場合の手続き。 


